
 

※すでに○子医療証をお持ちの方は変更ありません。 

※○子医療証をお持ちでない小学 4～中学 3 年生の保護

者の方には，申請書を７月中旬に郵送します。 

問い合わせ先  国分寺市子ども家庭部子ども子育て支援課手当助成係 

電話 042-325-0111（内線 384，378） 

令和４年 10月１日（土）から 

小学４～中学３年生の保護者の 

所得制限をなくします 

 

 

 

対 象 者：市内在住の小・中学生の児童（６歳に達した日の翌日以後の最初の４月１日から 15歳に 

達した日以後の最初の３月 31日まで） 

助成対象：医療費（保険診療の自己負担分。食事療養標準負担額は除く。） 

※通院１回につき，自己負担額から上限 200円を控除した額を助成（調剤および訪問看護 

ならびに入院は無料） 

 

○子医療証（義務教育就学児医療費助成制度医療証）とは 

 

義務教育就学児医療費助成制度のお知らせ 

 

 

 

９月 30 日（金）まで 10 月１日（土）から 

 

ここが変わります 

小学４～中学３年生の保護者 

所得制限あり 所得制限なし 

8 8 1 3 4 3 7 4 

≪新たに対象となる方の医療証≫ 

 
 

 

 

 
 

 小学４～中学３年生のお子さまを対象に 

○子医療証の対象枠を広げます

 

令和４ 年 10月 １日か ら 

令和 5 年  9月 30日ま で 


